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当社株式の監理銘柄（確認中）指定に関するお知らせ 

 

当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）のスタンダード市場に

おける上場維持基準のうち「流通株式時価総額」基準について適合しない状態となっており改善期

間に入っておりましたが、改善期間の終了する 2026 年 6 月 30 日時点において「流通株式時価総額」

基準への適合が確認できていないため、当社の株式は、2026 年 7 月１日付で東京証券取引所より監

理銘柄（確認中）に指定されることとなりました。  

なお、株式会社東京証券取引所より公表された指定措置の内容や理由等につきましては、日本取

引所グループ Web サイトをご参照ください。 

https://www.jpx.co.jp/news/1021/20260630-21.html 

 

記 

 

１．監理銘柄（確認中）指定の理由  

改善期間内に上場維持基準に適合しない場合に該当するおそれがあるため。  

（関連条項：有価証券上場規程施行規則第６０４条第１項第１号）  

（ご参考：2025 年６月３０日時点の適合状況） 

株主数

（人）

流通株式数

（単位）

流通株式時価総額

（円）

流通株式比率

（％）

2021 年 6 月 30 日
(移行基準日時点）※

2023 年 6月 30 日 485 3,920 536,379,120 47.1％

2024 年 6月 30 日 453 3,896 680,488,369 46.8％

2025 年 6月 30 日 490 3,732 574,631,788 44.8％
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    343 2,197 428,326,339  
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２．監理銘柄（確認中）指定期間 

2026 年７月１日から東京証券取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで。 

 

３．監理銘柄（確認中）指定期間 

当社は東京証券取引所に対し、2021 年 12 月 27 日に新市場区分「スタンダード市場」選択

に関するお知らせ及び新市場区分上場維持基準の適合に向けた計画書を提出しており、同計画

の進捗状況も適宜開示しております。同計画における計画期間は 2027 年６月期末までとなっ

ており、計画期間内に上場維持基準を満たすべく各取組みを実行しております。当社が提出す

る 2027 年６月末日時点での「株式等の分布状況表」（2027 年８月中に提出予定）に基づく東

京証券取引所の審査の結果、流通株式時価総額に適合している状況が確認されなかった場合に

は、当社の株式は、東京証券取引所において整理銘柄に指定され、2028 年１月１日に上場廃止

となります。 

一方、札幌証券取引所本則市場の上場維持基準は、東京証券取引所スタンダード市場の上場

維持基準とは異なるものであり、当社株式の売買は札幌証券取引所本則市場の両取引所で継続

して行えます。 

以 上 


